
 

 
 

 

 

【届出日】 
届け出る日付を記入します。 

 

 

【住 所】 
離婚届出をする時の 

住民票の住所を記入します。 

離婚届出と同時に住所変更 

（住民異動届）をする場合は、 

新しい住所を記入します。 
 

【父母の氏名・続き柄】 
父母が死亡、離婚していても 

記入します。 

養子になっている場合は、 

養父母も記入します。 

 

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】 
離婚届出により、配偶者（戸籍の 

筆頭者ではない方）は、夫婦の戸籍 

から除籍されます。 

右の枠内をご確認ください。 

 

【同居の期間】 

【別居する前の住所】 
「同居を始めたとき」は、結婚式を 

あげたとき、または同居を始めた 

ときのうち早い方を記入します。 

別居前の場合は、「別居したとき」 

や「別居する前の住所」は空欄と 

なります。 

 

別居前の世帯で、一番収入が 

多かった人の仕事に✔をします。 

 

【署 名】 
夫と妻が自分で書いてください。 

押印は任意です。（なくてもかまいません。） 

 

 

記入上のご注意 

【証 人】※協議離婚の場合 
１８歳以上の証人が２人必要 

です。 

父母、兄弟、親戚、友人など、 

どなたでも証人になることが 

できます。 

裁判離婚のときは不要です。 

 

【署 名】 
証人が自分で書いてください。 

押印は任意です。 

 

 

□  

（顔写真のついた官公署発行の証明書など） 
 

□ 本籍が上越市以外の場合、戸籍謄本（戸籍の全部事項証明書） 

（令和６年３月１日から原則不要） 
 

□ 裁判離婚のときは、右の枠内の書類が必要です。 

お持ちいただくもの 
 

調停離婚 調停調書の謄本 

審判離婚 審判書の謄本、確定証明書 

和解離婚 和解調書の謄本 

認諾離婚 認諾調書の謄本 

判決離婚 判決書の謄本、確定証明書 

裁判離婚 必要書類 離婚届記入例 

【連絡先】 
日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。 

 
 未成年の子がいる場合には、次の□にあてはまるものに 

未成年のお子さまがいる場合は、面会交流や養育費の ✓をつけてください。 

分担など、子の監護に必要な事項についても父母の協議 （面会交流） 

で定めることとされています。 □取り決めをしている。 

この場合は、子の利益を最も優先して考えなければ □まだ決めていない。 

ならないとされています。 （養育費の分担） 

 □取り決めをしている。 

 □まだ決めていない。 

未成年のお子さまがいる場合 

 
 
１ 休日・夜間の提出 
木田庁舎、浦川原区総合事務所、柿崎区総合事務所、板倉区総合事務所では、休日や夜間にもお届けをお預かり 

しています。 

書き漏れや書き間違いなどがあった場合のため、日中連絡の取れる連絡先を必ずご記入ください。 
 

２ お子さまの戸籍 
父母が離婚をしても、お子さまの戸籍は変わりません。お子さまが父もしくは母と同じ戸籍に入るには、家庭裁判所の 

許可を得て、入籍の届出をする必要があります。 
 

３ 住所変更 
離婚届出をされても、住所は変わりません。「住民異動届（住所変更）」の手続きが必要です。 

平日の日中であれば、離婚届出と同時にお手続きいただけます。 

必要なもの ①住民異動届（窓口、市 HPにあります） ②転出証明書（他市町村からの転入の場合） 
 

４ 下記の場合はお問合せください 
出産予定日が離婚後 300日以内の方は、お近くの窓口へご相談ください。 

お届け時のご注意 

婚姻時の氏のまま 自分が筆頭者の新しい戸籍を作る 
この欄には記入しません。別に「離婚の際に 

称していた氏を称する届」を提出します。 
→ 

 

 

配偶者の離婚後の氏（名字）や本籍について、以下の３つの方法から選択します。 
  
 
 
 
 
 
 
  

※ 婚姻中の本籍（⑵欄）が上越市で、離婚後の本籍が上越市以外の場合は、上越市の戸籍の全部事項証明（戸籍 

 謄本・450円）が必要です。 

婚姻前の氏にもどる者の本籍 

婚姻前の氏に戻る 
婚姻前の戸籍（親など）に戻る 

自分が筆頭者の新しい戸籍を作る 

→ 戻る戸籍の本籍・筆頭者氏名を記入します 

→ 本籍・婚姻前の氏名を記入します 

取決め方法： □公正証書 

 □それ以外 

 


